令和　8年　6月　吉日
委託先居宅介護支援事業所 管理者御中
甲府市南東地域包括支援センター
代表者　今井　昌子
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント委託費の変更について
日頃より、甲府市地域包括支援センターの事業実施にご協力いただき、心より感謝申し上げます。
令和8年6月の法改正を受け、「処遇改善加算」を算定することになりました。それに伴い、介護予防支援・介護予防ケアマネジメント委託費が変更になりましたので、下表をご確認ください。
つきましては、6月利用分以降の委託費は、別添の新たな請求書・請求明細書にてご請求くださいますよう、お願いいたします。

【令和８年６月利用分以降の委託費】
	算定項目
	単位数
	介護報酬
	委託費

	介護予防支援費
	４５１
	４，６０４円
	４，１４３円

	介護予防支援費　＋　初回加算
	７５８
	７，７３９円
	６，９６５円

	介護予防支援費　＋　委託連携加算
	７５８
	７，７３９円
	６，９６５円

	介護予防支援費　＋　初回加算
＋　委託連携加算
	１０６４
	１０，８６３円
	９，７７６円


※介護報酬は、甲府市７級地により、１０.２１円で計算
※委託費割合は、契約に基づき、委託先９０％（小数点以下切り捨て）で計算
※介護予防ケアマネジメント費は、介護予防支援費と同じ単位数のため記載を省略
※令和8年6月利用分以前の月遅れ請求がある場合は、従前の請求書・請求内訳書をご使用ください。
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